
都市計画推進部建築安全課

近年、全国的に空き家が増加しています。空き家は適切な維持管理が行われないまま放置されますと、
老朽化が進み、周囲に悪影響を及ぼしたり、近隣の方に迷惑をかけるおそれがあります。
また、老朽化により屋根瓦や外壁などが落下し、通行人などに被害を及ぼした場合、その空き家の所
有者が損害賠償などの管理責任を問われることがありますのでご注意ください。
空き家を所有されている皆様には、空き家の定期的な状況の確認や適切な維持管理をしていただき

ますようお願いいたします。（特に、地震や台風等の災害後は、状況が大きく変わり、周囲に影響を及ぼ
している場合がありますので、状況確認をしてください。）

所有者が損害賠償などの管理
責任を問われることがあります。
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